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個人は思っております。 

 というのは、内谷委員も先ほどおっしゃって

ましたけども、あそこ、もともと湿地帯で、非

常に地盤が悪いということで、実はあそこをい

わゆる防災機能付都市公園として、国土交通省

の５割の補助を受けて事業を行ったわけですけ

ども、その際、もともとあそこはきちっと整地

されていたところじゃなくて、取りあえずは予

算をつけることができなくて、地元の皆様から

提供いただいた用地に、残土も含めて、埋めて

いたんでしょうね。それをもう一回、都市公園

として整備する際に、水路も付け替えしたんで

すね。そういった付け替えした水路のところは

特に地盤が悪いだろうというふうにいろいろな

方からご指導いただいて、設計を十分にしたつ

もりだったんですが、結局その設計がちょっと

甘かったということで、今回ああいうふうに、

３年、４年ぐらいたってでしょうかね、こうな

ったわけですけども、今回の工事は、私どもそ

れをまた、同じ轍を踏むとなったら、どういう

設計してるんだと、どういう設定でオーケーし

たんだと、今度、担当が責任を負うことになる

わけですよ。ですから、施工業者じゃないんで

すね。施工業者についてはきちんと、いわゆる

完成検査をやりますから、その厳しい検査に基

づいてオーケー出なかったら、工事終わらない

わけですよね。あと、設計のほうについても当

然、指名審査になるのか、いわゆる一般競争に

なるのか、設計業者さんがやるわけですけども、

それに基づいて設計が適当だと、適正だとなっ

て初めて工事があるわけですから、したがって、

私は市長としては、工事終わってから様子を見

るということはしません。当然ですよね、多額

の税金を使って工事を行うわけですから、その

工事がもしかしたらまた地盤沈下するかもしれ

ないなんてなったら、工事そのものが悪いとい

うことになるわけですから、今度は、施工業者

なのか、我々が悪いのかということになるわけ

で、様子を見るということはありませんので、

したがって、あの施設そのものが、先ほど委員

からもありましたように、長井マラソン大会の

ようなフルマラソン、それから高校の東北の男

女の駅伝、県の駅伝、あと地元のやっぱり長距

離、陸上の選手をしっかりと、技術向上も踏ま

えて、育成しようということで公認のコースを

造ったわけですから、ただ、今はやっぱり我々

行政側と陸連さんとか、あと高体連とか中体連

あるんでしょうけども、そこの連携が少し不十

分なところもあって、これ以上大きい大会とか

呼べないということだと思いますけども、公認

を取れば、そういうチャンスは必ずありますの

で、おっしゃることは分かります。ただし、工

事をやる以上は、様子を見てということじゃな

くて、適正な工事であれば、これはもうすぐ、

間髪置かず、できるだけいい時期に、すぐ公認

を取って、いろんな大会とか、しっかり地元の

子供たち、若者たちが公認のレコードが取れる

ようにするべきだというふうに考えております。 

○平 進介委員長 ７番、内谷邦彦委員。 

○７番 内谷邦彦委員 市長の考えは分かりまし

た。私は若干考え方は違うんですけど、やっぱ

りその辺は市長が考えられて進めることだろう

と思いますので、そのような形でぜひ、陸上競

技場がやはりいろんな方に使っていただけるな

り、大会が開催されるなり、３種公認を取った

意味合いを皆さん、市民の方々にも示していた

だければと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 私の質問は以上で終わります。 

 

 

 鈴木一則委員の総括質疑 

 

 

○平 進介委員長 次に、順位２番、議席番号１

番、鈴木一則委員。 
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○１番 鈴木一則委員 おはようございます。 

 私からは、地域づくり推進課の補正、空き

家・空き店舗活用政策推進事業、この１件につ

いてお伺いをいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、６目の企画費

の中の空き家・空き店舗活用政策推進事業、家

財片づけ等支援事業費補助金30万円についてで

ございます。よろしくお願いします。 

 空き家対策で課題となっている家財道具の処

分に補助をし、空き家バンク登録推進につなぐ

という説明をいただきました。このことに関し、

次のことについてお伺いをいたします。 

 空き家の活用施策についてであります。 

 １つ目、このたびの補正の対象物件について

お伺いをいたします。今回の補正の説明では、

空き家バンク登録の際に課題となっている家財

道具の処分に対する補助ということでございま

すけども、申請の予定者がいらっしゃるという

ことで理解してよいか。 

 また、実際バンク登録の状態として、空き家

の状態がどの程度であれば掲載という判断か、

現在の登録数についても地域づくり推進課長に

お伺いをいたします。 

○平 進介委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 お答えいたしま

す。 

 このたびの空き家の家財片づけ支援事業につ

きましては、これまでもこうした支援事業はな

いのか、空き家の所有者から問合せや相談等が

あったり、あと、空き家を処分しようにも家財

道具が残っていて賃貸借や売買ができるような

状態でなかった、そういった声が多かったこと

から、今回の補正によりまして、支援制度を創

設するものでございます。 

 申請予定者がいらっしゃるかということでご

ざいますけども、現在、空き家バンクに登録す

るために今準備を進めています空き家所有者が

おりまして、当事業を活用したいとの意向を示

しております。また、今年度に入ってからもこ

れまで数件の問合せがあったことから、そうい

った方に制度を周知しながら、活用を進めてま

いりたいと考えております。 

 あと、空き家バンクに掲載する判断でござい

ますけども、建設課で管理しています空き家台

帳にあります老朽危険度という項目を基に判断

しておりまして、この項目につきましては、Ａ

からＤランクまで４段階ございます。Ａランク

は小規模の修繕により再利用が可能、または修

繕がほとんど必要ない物件です。あとＢは多少

の改修工事により再利用が可能である物件、Ｃ

は老朽化が著しいもの、あとＤランクは解体が

必要と思われるものとなっておりまして、空き

家バンクに登録できるものについては、再利用

が可能とされますＡランク、あとはＢランクま

でとしております。 

 空き家バンクに登録されてる物件数になりま

すが、現在１件となっておりまして、なかなか

登録に結びついていない状況でございます。 

 登録に結びつかない理由といたしましては、

登録の要件に協力事業者、市内の不動産業者の

ほうと媒介契約を締結することとありますので、

そういった要件がございますが、特に遠隔地に

お住まいの所有者につきましては、市内に複数

ある協力事業者の中からどの事業者を選ぶかと

いうところで悩んでしまいまして、先に進まな

いケースが多いと認識しております。我々とし

ましても、複数ある事業者の中から特定の事業

者を紹介するわけにはやっぱりいきませんので、

可能な限り空き家所有者と協力事業者をつなぐ

橋渡しができる仕組みを今考えているところで

ございます。 

○平 進介委員長 １番、鈴木一則委員。 

○１番 鈴木一則委員 家財道具の処分について

は、以前、私、質問で触れさせていただいてお

ったところですが、制度として進めていただく

ことになり、空き家対策も一歩前進と考えてお
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ります。 

 この制度、常設という考え方でよろしいのか

お伺いします。 

○平 進介委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 このたび補正で

上げさせていただきますが、こちらにつきまし

ては実施状況を見ながら、あとは、こういった

政策については空き家の利活用につながるもの

と考えておりますので、新年度予算のほうにも

上げるような形で、常設として考えているとこ

ろでございます。 

○平 進介委員長 １番、鈴木一則委員。 

○１番 鈴木一則委員 ぜひよろしくお願いしま

す。 

 ２つ目、毎年行ってる空き家の現況調査でご

ざいますけど、空き家の件数、現況の把握にと

どまって、また対策予算も建設課の空き家等適

正管理事業では特定空家の除却費を計上してい

るのみとなっておりました。現在の空き家バン

ク制度の在り方も空き家対策の施策としては不

十分と考えるかどうかについてお伺いいたしま

す。 

 建設課より、令和３年度の空き家の件数が

462件という資料を頂きましたが、この調査は

現状把握で、施策にまではつながっておらず、

今回の家財道具処分の補正は、活用に向け、初

めて政策の予算だと思います。 

 地域づくり推進課の空き家バンクのホームペ

ージを質問作成時に閲覧したとき、不動産や宅

建業者等の協力業者サイトに行くだけで、物件

の紹介も空き家の状態も分かりませんでした。

地域づくり推進課の資料では、平成30年から６

件の掲載で４件が契約に進んだということでご

ざいますけども、個人と紹介業者さんの交渉で

成立しているのではないかと、掲載の効果とい

うようには感じなかったので、ご見解を地域づ

くり推進課長にお伺いをします。 

○平 進介委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 自治体が運営し

ます空き家バンクにつきましては、市場に流通

していない自治体で把握してる物件を吸い上げ

ることを目的に運営されております。こういっ

た動きにつきましては、国が空き家の調査を行

った結果、民間事業者が扱っていない物件の中

にも活用できる空き家が相当数あることが判明

したために、そういった背景で行ってるもので

ございます。 

 そのことから、本市の空き家バンクに登録さ

れてる物件も、最初は市場に流通していない状

態であったものがバンクに登録し、公開された

ことがきっかけで市場に流通し、売買や賃貸借

に結びついたものでございまして、そういった

意味で言いますと、もう掲載の効果はあったと

思いますし、そこに空き家バンクの存在意義が

あるものと考えております。 

 なお、先日、担当職員が県外から長井市に移

住された方のお宅を訪問してお話を聞く機会が

ございましたけども、その方は本市の空き家バ

ンクに登録された物件を購入いたしましてお住

まいになっている方でございました。その方は、

空き家バンクの物件紹介の写真に写り込んでい

た庭のアヤメの写真が気に入って、現在お住ま

いの物件に興味持たれたということでございま

したので、空き家バンクに掲載する場合につい

ては、建物の写真だけではなく、周囲の風景な

どもバンク上で紹介する必要性も改めて認識し

たところでございます。 

 なお、空き家バンクのホームページに物件の

紹介も空き家の状態も掲載されていなかったと

いう委員からご指摘ございましたけども、先々

週、１件載せていた物件がちょうど売買決まり

まして、登録されていない状況でございました。

今現在、もう１件、今追加しておりますので、

今の状態ですと、物件の状態であったり、詳細

な間取りとなってる状況がございますので、後

で見ていただければと思います。 
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○平 進介委員長 １番、鈴木一則委員。 

○１番 鈴木一則委員 質問の提出の期限もあり、

質問作成時には載っていなかったので、その後、

今現在１件載っております。不動産業者が扱う

中古住宅という感じで、580万円という物件な

んですけども、県内では遊佐町のバンクや一昨

年、行政視察で行きました岡山県の高梁市のバ

ンクというのを見てみると、不動産業者などの

仲介業者との交渉物件と、個人との応談物件の

両方が載せられております。 

 仲介者物件は中古住宅で、いわゆる販売ルー

トに乗っているという、例えばチラシなどに載

ってくるような形のイメージで、個人のものと

いうのは本当にルートに乗らない、本当に空き

家に、今空いているという状況かな、維持はさ

れてますけど、そんな感じでした。なかなか市

の空き家バンク制度ですと、今説明ありました

けど、個人で販売したいというふうな部分の物

件は載らないということなのかという疑問があ

りました。 

 ですので、今回、家財道具の処分ができれば、

個人販売物件のバンク登録も増えてくるのでは

ないかなと感じたのですが、その点はいかがで

しょうか。 

○平 進介委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 これまではやっ

ぱり個人の物件をそのまま載せた場合に、後々

トラブルが発生するということが懸念されまし

たので、今現在は、空き家バンクに掲載する段

階で媒介契約、不動産業者を決めていただいて

掲載している状況がございますので、そこの媒

介契約を結ぶところがなかなかちょっとスムー

ズにいっていませんので、そこはちょっといろ

いろ我々のほうでスムーズに媒介契約進むよう

な段取りを今考えてるところでございますけど

も、そんなことで、今のところ個人の媒介契約

結ばれていない状況のものはまだ上がっていな

い状況でございますが、ほかの自治体の状況を

見てみますと、件数多いところは媒介契約結ば

ないで、個人の物件として上がってるケースも

ありますので、そこはちょっと状況を調査しな

がら検討してまいりたいと思います。 

○平 進介委員長 １番、鈴木一則委員。 

○１番 鈴木一則委員 ３点目の質問ですけども、

活用を図るため、住宅新築補助事業のように支

援策の充実が必要でないかという点についてお

伺いいたします。 

 空き家の改装には大変お金がかかります。耐

震補強や水回りの改善などが大きなところだと

思います。空き家を取得された方が改修しよう

とするとリフォーム補助金が利用できましたが、

新築住宅建設の補助より低い支援額になってる

現状です。建築資材は、コロナ禍の影響で値上

がりして高止まり、上昇が止まっていないので、

新築される方は今後かなり厳しくなってきてい

ます。逆に、中古住宅や空き家が脚光を浴びて

くるかもしれません。長井商工会議所建設部会

でも空き家対策の視察や検討を進めているとの

ことです。 

 空き家の活用が進むよう、新築住宅と同等の

取得費などの制度を設けてはいかがと思います

が、市長にお伺いをいたします。 

○平 進介委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 鈴木委員おっしゃる支援策の充実というのは、

例えば空き家の家財の整理も含めて、様々な支

援策は充実させなきゃいけないと思いますが、

長井市の場合はその前の段階だと思っておりま

す。 

 それはなぜかというと、先ほど課長からもあ

りましたように、やっぱり不動産会社が入らな

いと仲介、要は所有者と売買者の間に入るとい

うことですね。これは後々、民法上に基づいた

所有権の移転ですから、それを市が関わってそ

れぞれ双方で合意してやったという場合もいい

んですけども、何らかの契約書とか、あるいは
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特に、賃貸だったらよっぽどいいんですけど、

売買ですと、いわゆる土地の境界とかでもめま

すよね。必ずもめますので、したがって、今ま

で私たちが進めてきたみたいに、本来であれば

不動産の業者さんに積極的に関わっていただく

のがいいんですね。ところが、不動産会社さん

のほうは、協会が幾つかあるんですけど、その

うち、協会と、あと個人でなさってるそういう

宅建業者さんなんかにも声をかけますけども、

受け身なんですよね、自ら動かないんですよ。 

 ですから、これは待っててもどうしようもな

いですね。結局、市が間に入って、その所有者

がまず売りたいと、空き家バンクに登録を了解

してもらったと。そして買いたいという人が出

たときには、その不動産会社が仲介をして契約

をして、しっかりとした手続で購入いただくと。

そうなるといろんな補助というのは出るんです

けども、それ以前の問題なんですよね。 

 それは何かというと、仲介をする業者さんを

決めるのが非常に難しいと。業者さんは協力は

するって言ってますけども、ちょっとこれは私

も直接話してないので、分かんないんですけど

も、受け身なんですよ。頼まれたらやりますよ

と。私がやりますという手を挙げないんですよ。

ここが問題で、したがって、１件しかないとい

うのは、そういうふうに民間業者さんが、じゃ

あ、もしそういう物件あったら、私もまずは、

これはもしかしたら全く仕事にならないかもし

んないけども、やっぱりそういうのをぜひ進め

たいんだという業者さんがいらっしゃれば、積

極的に関わっていただけますよね。そうすると

我々もやりやすい。そして、だったら、そうい

うふうにやってくださる宅建業者さんが複数あ

ったとすれば、じゃあ、支援策として、先ほど

言ったような家財の処理の、今、長井の委託業

者、すごいいいところ出ましたので、そういっ

たところに依頼した場合の補助、あと、今度は

リフォームとか、やっぱりどうしても古い住宅

なんかも含めて、ほぼそのまんまというのはな

かなか難しいところありますから、リフォーム

をしなきゃいけないんですね、最低限は。そう

しますと数百万円かかるケースは往々にしてあ

りますから、そこのところの制度を今度充実さ

せることによって、相乗効果が出るわけですよ。 

 ところが、今の段階ですと、業者さん、どう

したらいいか分からないし、業者さんも手を挙

げない。協会のほうにお願いしても、今、長井

の協会のほうはいろいろごたごたあったんです

ね。あそこのみずはの郷の件でいろいろあった

そうで、あそこで何か空中分解したみたいなん

ですね。それから非常に消極的になりまして、

それでなかなか積極的に関わってくださるとこ

ろがないんですよね。 

 でも、やっぱりうまくいってる、例えばこの

辺ですと上山市とか、あと、周りは、白鷹町、

飯豊町、小国町、川西町なんかは行政が入って

るみたいですけど、反省してるんですね。トラ

ブルになったら、今度、我々まちのほうで責任

を負わなきゃならない、これもまずいなという

ふうにだんだん思ってきていらっしゃいますの

で、その辺のところをもう一度、根本的に設計

を、支援策だけしても駄目ですので、どういう

ふうにするとうまくいくかというところをぜひ

鈴木委員からもご助言いただければというふう

に思います。 

 なお、支援策につきましては、ご承知のとお

り、転入者の場合ですと、住宅を新築、または

建て売り住宅を購入した場合、最大で100万円

の補助を実施してるわけですけども、この事業

は、国の社会資本整備総合交付金を活用して実

施して、国から45％の補助頂いてるんですね、

残りは一般財源ということですが。一方で、今

度は長井市単独で実施しております住宅リフォ

ーム補助金につきましては、市内に住宅を有す

る人が自己所有の住宅をリフォームする際に補

助金を交付してると。一般世帯では補助率20％、
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これ上限24万円ということになってますけども、

また、移住・子育て・新婚世帯の場合は補助率

30％で、上限30万円となっておりまして、定住

補助金と比較して、ちょっと額が少ないと、30

万円が最大ですから。この辺のところをもう少

し変えてく必要があるんだろうなというふうに

思います。 

 なお、この事業、一般世帯については、県の

やまがたの家需要創出事業費補助金、移住、子

育て、新婚世帯について全く同じ県の暮らそう

山形！移住・定住促進事業費補助金を活用して

実施しておりまして、いずれも県の交付要綱で

補助率及び上限額が決まっていることから、こ

れ以上の増額はできない状況になっています。

このため、現時点で市独自の制度を設けるとし

た場合、全額一般財源に頼るほかはないという

ことでございまして、一般的に空き家の改修費

用が高額になっていることを考えれば、ちょっ

と厳しいかなと、ここもう一回、制度設計考え

なきゃいけないと。 

 したがいまして、現在の支援制度を継続しな

がらも、毎年実施してる国や県に対する重要要

望において、補助事業の補助率のかさ上げや要

件の緩和等を要望していくとともに、空き家の

リフォームに活用できそうな補助事業が創設さ

れた場合は、積極的に活用を検討していかない

といけないと思っております。 

○平 進介委員長 １番、鈴木一則委員。 

○１番 鈴木一則委員 市長ご指摘のとおりで、

活用に関するハードルがなかなか高いというこ

とと、実際に利用しようとすると、リフォーム

資金だけの経費だけではなかなか難しくて、や

っぱりどうしても手が出ないということですね。

さらには、不動産、宅建業者さんについては、

売れる物件は出すけれども、それ以外、手は出

したくないというのが本音のところだと思いま

すが、なかなか市の政策、行政施策の部分につ

ながってこないという課題は、市長が今おっし

ゃったような形だと思いますので、これは一気

にってなかなか難しいと思いますので、そこら

辺を改善しながらということで、４番目のほう

に、提言させていただきたいと思います。 

 行政の窓口と空き家活用を具体的に進める民

間の支援団体との協力体制を構築してはどうか

ということで、空き家活用には課題が多く、改

装経費の試算や制度の周知等、アドバイスがで

きる専門家が必要となります。 

 このような意図から、上山市に空き家や空き

地などを一体的に整備し、良好な宅地を生み出

そうという目標で設立したＮＰＯ法人かみのや

まランドバンクが先進事例としてありますが、

この事例と同様にするにはハードルが高いので、

まずは専門家がいる団体、例えば設計業者、大

工、設備業者等が加盟する建設組合などとのタ

イアップで、相談、活用に向けたアドバイスが

できる窓口設置を検討してはいかがかと思いま

す。 

 長井市独自に空き家の活用希望者のニーズに

気軽に応えられる体制が構築できればよいと思

いますが、いかがでしょうか、市長にお伺いを

いたします。 

○平 進介委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 鈴木一則委員おっしゃるとおり、やはり民間

のそういった業界、支援団体ともう少し関係を

しっかりとつくり上げないと、これは進まない

なと思っております。 

 その一つとして、やっぱり先ほどいただいた、

長井白鷹建設組合さんとか、事務局もしっかり

してますし、ほとんどが建築で、それぞれ工務

店もなさってる方もいれば、左官屋さんとか、

あるいは塗装屋さんとか、いろいろいらっしゃ

るわけですから、そういった意味では、そこで

受けて、あとは、もちろん宅建資格をお持ちの

会社もありますので、やっぱりそこで相談して

進めていくというやり方が一番現実的かなと。 
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 ただし、その場合は、私どもとしても、宅建

業者さんも含めて、ちょっとプロポーザルみた

いに提案してくださいと。その代わり、私ども

も年間の委託契約みたいので、そんなに何百万

円、何千万円なんてのは無理ですけども、事務

費的な補助は支援しながら、一緒になって、私

どもはどちらかというと所有者の連絡先とか、

あとはこういう支援制度を充実させて、所有者

が売ったり貸したりしやすい、そういう状況、

あとは宅建業者さんも、あるいはそういう建設

組合さん、支援団体さんも、やった以上はそれ

なりに成果が上げられるようなそういう仕組み

づくりをしていかないと、なかなか皆さん忙し

いですから乗ってこないと思いますので、ぜひ

そういったところは、今回ご質問いただいたこ

とによって、もう一回ちょっと内部でどう進め

ていくか決めていこうというような話になりま

したので、ぜひ今後ともご助言等をいただけれ

ば幸いでございます。どうもありがとうござい

ます。 

○平 進介委員長 １番、鈴木一則委員。 

○１番 鈴木一則委員 私、最初から大きく構え

るよりは、少しずつやれるところからというふ

うなことで、せっかくこのように施策の部分が

一歩進んだので、ぜひまた進んでいただきたい

と思います。 

 今年度、地域づくり推進課内に空き家・空き

店舗活用政策推進室が充実されたとお聞きしま

したので、様々な見地から議論され、空き家、

空き店舗の活用が進みますよう、制度や体制な

どをつくっていただきたいと思います。 

 人口減少抑制、それから集落コミュニティな

どを守るための施策として重要だと私は思って

ますので、ぜひ、ご期待いたしますので、よろ

しくお願いいたしたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

○平 進介委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は午後１時

といたします。 

 

 

   午前１１時４７分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○平 進介委員長 休憩前に復し、午前に引き続

き会議を再開いたします。 

 これより各会計補正予算案の細部審査に入り

ます。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

 議案第５２号 令和４年度長井市一 

 般会計補正予算第７号についての質 

 疑 

 

 

○平 進介委員長 まず、議案第52号 令和４年

度長井市一般会計補正予算第７号の１件につい

て、ご質疑ございませんか。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 議案第５３号 令和４年度長井市訪 

 問看護事業特別会計補正予算第１号 

 についての質疑 

 

 

○平 進介委員長 次に、議案第53号 令和４年

度長井市訪問看護事業特別会計補正予算第１号

の１件について、ご質疑ございませんか。 


